
 

  

 

 新学期は、新たに携帯電話やスマートフォンを

持つ子どもたちが増える時期です。 

 子どもがインターネットを通じて、犯罪の被害

者となったり、トラブルに巻き込まれる事案が起

きています。 

 インターネット上で、不用意に性別、年齢等を

教えたり、写真を送ったり、相手と直接 

会ったりする行為は、大変危険です。 

  家族でインターネットの使用方法 

や危険性を話し合い、犯罪やトラブ 

ルに巻き込まれないようにしましょう。 

期間 
 令和８年４月６日（月）から15日（水）まで 
埼玉県重点 
 ① 自転車への交通反則通告制度導入に伴う
  交通ルールの遵守とヘルメットの着用促進 
 ② 横断歩道における歩行者優先の徹底 

 寄居警察署管内において、 
「電話を２時間後に使用停止にしま
す。オペレーターと話したい場合は
数字の１を押してください。」 
等の自動音声が流れる電話が多くか
かってきています。 
 なお、１番を押してしまった場
合、個人情報などを聞かれ、最終的
には身に覚えのない未納料金等を請
求されるといった手口となっており
ます。 
もし、このような 
電話がかかってき 
たらすぐに警察に 
相談しましょう 
 

 

 登山届は、万が一、事故が発生した際
に警察等による捜索や救助活動に役立て
るものです。 
 県内の山に登山される方は、県内のそ
の山を管轄する警察署、交番又は登山ポ
ストに登山届を提出して下さい。 
 埼玉県警のホームページで 
スマートフォン、パソコンか 
らも提出できます。 

 

 被害を減らすために、センサー
ライトや、窓にもう一つ鍵を付け
る等して被害を防ぎましょう。 
 また、庭木の手入れも行い、空
き家とみられないようにしましょ
う。 
 もし被害にあった場合は、すぐ
に１１０番通報をお願いします。 

 

 

 


